
特一包括

半導体製造用 半導体製造用以外

バルブ × ６件以上 〇 ○ × ３件以上 ３件以上 〇 〇

ポンプ × ６件以上 〇 ○ × ３件以上 ３件以上 〇 〇

貯蔵容器 × ６件以上 × × × ３件以上 ６件以上 × ×

熱交換器
（及び凝縮器）

× ６件以上 × × × ３件以上 ６件以上 × ×

クロスフローろ過用
装置の部分品 × ６件以上 × × × ３件以上 ６件以上 〇 〇

周波数変換器 × ６件以上
〇

（仕様限定あり）
× × ６件以上 ６件以上

〇
（仕様限定あり）

〇
（仕様限定あり）

非接触型測定装置 × ６件以上
〇

（半導体用）
× × ３件以上 ６件以上

〇
（半導体用）

×

圧力計 × ６件以上
〇

（半導体用）
× × ３件以上 ６件以上

〇
（半導体用）

×

高圧電源 × ６件以上
〇

（半導体の
露光装置用）

× × ３件以上 ６件以上
〇

（半導体の
露光装置用）

×

連続式混合機 × ６件以上
〇

（部分品のみ）
× × ６件以上 ６件以上

〇
（部分品のみ）

〇
（部分品のみ）

【３項該当】 × ６件以上 〇 × × ３件以上 ３件以上 〇 〇

【３項非該当】 × ６件以上 × × × ６件以上 ６件以上 × ×

【３項該当】 × ６件以上 〇 × × ３件以上 ３件以上 〇 〇

【３項非該当】 × ６件以上 × × × ６件以上 ６件以上 × ×

◎包括許可制度見直し後の適用範囲

貨物名 項番

現行 見直し後

特定包括 特一包括 特定包括

「は地域②」
又は

「に地域②」
向け

継続的
取引要件

（許可実績）

２項（８）

「許可を受けて
輸出した貨物」

の補修用

「は地域②」又は「に地域②」向け 継続的取引要件（許可実績）【※】 「許可を受けて輸出した貨物」
又は

「部分品解釈により輸出した貨物」
の補修用

半導体製造用
半導体製造用

以外
半導体製造用

半導体製造用
以外

３項（２）７

３項（２）９

３項（２）２

３項（２）３

３の２項（２）４

真空ポンプ

２項
（３５）

同
（35の2）

【※】１年間の許可実績計３件以上（見込み不可）
  　　３年間の許可実績計３件以上 ＝ 各１年間で許可実績１件以上（見込み不可）

２項（１２）２

２項（３３）

２項（４１）３

４項（８）

ベローズ弁
２項

（３３）
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